
秋田のすばらしさを県外にPRし、たくさんの観光

客に来てもらうためのお手伝いをしてくれる｢あきた

観光レディー」を３人募集します。

あきた観光レディー募集

対
象
18歳以上(高校生不可)で、県内外で行われる観
光行事に参加・協力できるかた

履歴書に必要事項を書いて、全身１枚、上半身
１枚の鮮明なカラー写真を添えて４月19日(金)ま
で、郵送またはご持参ください。１次書類審査
と２次の面接(日時は１次審査の結果通知時に連
絡)で選考します。〒010-0921 秋田市大町二
丁目２-12イーホテル秋田１階(財)秋田観光コン
ベンション協会☎(824)1211

待
遇

活動期間は今年６月から平成27年５月まで。派
遣されると日当が出ます。採用の副賞として、
韓国エステ･グルメの旅をプレゼント！

申
し
込
み

京
都
市
立
芸
術
大
学
所
蔵
名
品
展

京
都･

日
本
画
の
青
春

会場 千秋美術館☎(836)7860

日時
４月20日(土)

６月２日(日)
▼ 10:00

▼
18:00

京都市立芸術大学は、日本初

の絵画専門学校として明治13年

に開設されました。本展では、

明治からの卒業作品や、指導に

当たった京都画壇の大家の作品

約50点を展示します。

一般800円　
高･大学生600円
中学生以下無料

観覧料

【講演会】「絵描きはんと学校ー京都における近代
の日本画教育」…４月20日(土)午後２時～、美
術館３階講堂で。講師は京都市立芸術大学芸術

資料館学芸員の松尾芳樹さん。無料。先着50人。

●申し込み ４月８日(月)午前９時30分から

千秋美術館☎(836)7860

【実技講座】｢日本画に親しもう」…５月11日(土)
午後１時30分～４時30分、美術館３階講堂で。

講師は日本画家･日本美術院院友の小林司さん。

高校生以上が対象。参加費800円。先着20人。

●申し込み ４月15日(月)午前９時30分から

千秋美術館☎(836)7860

【ギャラリートーク】学芸員による作品解説…
４月27日(土)、５月18日(土)のいずれも午後２時

から。企画展のチケットが必要です。

おもな作品…土田麦
ばく

僊
せん

｢髪｣、村
上華

か

岳
がく

｢二月の頃｣、福田平八郎
｢雨後｣、濱田観

かん

｢芥
け

子
し

｣

岡本神草（しんそう）｢口紅｣1918年

芸術･文化を鑑賞するなら

お得な年間パスポートで
千秋美術館、赤れんが郷土館、

佐竹史料館では、有効期間内に

各館の展覧会を何度でも観覧で

きる年間パスポートを４月から

発行しています。有効期間は、

千秋美術館が４月１日から翌年

３月31日まで、赤れんが郷土

館と佐竹史料館がパスポートの

購入日から１年間となります。

各館窓口でお求めください。

千秋美術館☎(836)7860u一般
2,500円、高校･大学生1,400円

パスポート料金(中学生以下無料)

千秋美術館

佐竹史料館

赤れんが郷土館

＊上記は平成25年度の料金です。

赤れんが郷土館☎(864)6851
u一般500円
佐竹史料館☎(832)7892
u一般200円
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御所野総合公園内にある、弥生時代の村を復元し

た｢弥生っこ村｣が４月１日から開村しています。時

間は平日が午前９時～午後５時、土･日、祝日が午前

10時～午後４時。入場無料。土･日、祝日は案内ボラ

ンティアがいますのでお気軽に声を掛けてください。

史跡地蔵田遺跡

出土品展示施設が４月27日(土)に開館します

４月27日(土)、御所野総合公園駐車場前に、御所野
台地から発掘された貴重な出土品がご覧いただける
展示施設が開館します。時間は午前９時～午後５時。
入館無料。ぜひお越しください。

文化振興室☎(866)2246

中心市街地循環バスの
カラーデザインを募集

昨年度から引き続き運行する｢秋田市中心市街地循

環バス｣のカラーデザインを募集します。既存のバス

と区別でき、親しみの持てるアイデアをお寄せくだ

さい。申し込みは４月５日(金)から30日(火)(必着)まで。

市内に居住、または通勤･通学しているかたが対

象です。申し込みは、応募用紙１枚につき１点

(複数応募可）。応募用紙などは市役所３階のまち

づくり整備室でお渡しします。ホームページから

ダウンロードもできます。必要事項を書いてご提

出ください。詳しくは、まちづくり整備室へお問

い合せください。☎(866)2156
http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/rd/

申
し
込
み

循環バス路線図 乗車１回100円(小学生以下無料)

弥生っこ村
へ行こう

広報あきた　平成25年４月５日号19

４月７日(日)～13日(土)は春の火災予防運動
期間です。ふだん忘れがちな火の恐ろしさを
再認識し、火災を絶対に起こさないようにし
ましょう。
消防本部予防課☎(823)4247

４月10日(水)は「交通事故死ゼロを目指す日｣

です。交通ルールとマナーをみんなで守り、特

に子どもと高齢者の事故を防ぎましょう。自転

車を利用するかたは次の安全利用五則を忘れず

に守りましょう。交通政策課☎(866)2035

①自転車は車道走行が原則で、歩道を走るのは
例外です
②車道の左側を走りましょう
③歩道は歩行者優先で車道寄りを走りましょう
④ルールを守ろう…飲酒運転や二人乗り、並走
は禁止です。暗くなったらライトを点灯しま
しょう。交差点では一時停止で安全確認を
⑤子どもにヘルメットを着用させましょう

自転車の安全利用五則

●命を守る７つのポイント

春の
全国交通安全運動

４月６日(土)～15日(月)

４月７日(日)～13日(土)

春の火災予防運動

・人の動きなどに反応するセ

ンサーライトを設置する

・ごみは指定された日時以外

に絶対に出さない

・家の周囲に燃えやすい物を置かない

①住宅用火災警報器(写真)を

設置する

②住宅用消火器などを設置する

③寝たばこは絶対にしない

④ストーブは燃えやすい物から離す

⑤ガスコンロなどのそばを離れるときは、

必ず火を消す

⑥寝具や衣類には防炎品を使う

⑦隣近所の協力体制をつくる

ヘルメット
かぶろうネ！

●放火されないまちに

消
す
ま
で
は
出
な
い
行
か
な
い
離
れ
な
い


